
事務総局会議（第29回）議事録

日時 令和5年10月3日 （火）午前10時15分～午前10時25分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、板津秘書課長兼広報

課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤審議官、松川経理局総務課長

議事 高等裁判所長官事務打合せの開催について

小野寺総務局長説明（資料）

結果 ◎了承

秘書裸長 板 津 正 道



事務総局会議資料

(10月3日開催）

高等裁判所長官事務打合せ開催要領（案）

1 主催

2期日

3場所

4協議事項

最高裁判所

令和5年11月20日 （月） 、 21日 （火）及び22日 （水）

最高裁判所

(1) 当面の司法行政上の諸問題について

(2) 人事について

高等裁判所長官8人

随員高等裁判所事務局長 8人

5 出席者

6 日程

ﾉｰ》

13：00
～

14：00

14：00
～

17：00

20日

(月）
個別協議

最高裁長官挨拶
全体協議

10:00
～

12:00

13：00
●

～

ｳ

17:00 .

21日

(火）
個別協議 個別協議

13：00
～

16:00
b

22日

(水） 個別協議



事務総局会議（第30回）議事録

日時 令和5年10月10日 （火）午後2時00分～午後2時10分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田
民事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長､板津秘書課長兼
広報課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤審議官

議事 令和5年秋の勲章受章者の内定について

徳岡人事局長説明（資料）

結果 ◎裁判官会議付議

秘書課長 板 津 正 道
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事務総局会議資料
（10月10日開催）

令和5年秋の勲章受章者名簿(内定）
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令和5年秋の勲章受章者名簿(内定）
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令和5年秋の勲章受章者名簿(内定）
－
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令和5年秋の勲章受章者名簿(内定）

’ ’ ’ ’勲等 主要経歴 氏名
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事務総局会議（第31回）議事録

日時 令和5年10月17日 （火）午前10時00分～午前10時30分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、高田人事局任用課長、染谷経理局

長、福田民事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、板津秘
書課長兼広報課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤審議官

議事 1 令和5年度外国出張計画について

4 板津秘書課長説明(資料第1）

2令和5年度高等裁判所首席書記官事務打合せの開催について

小野寺総務局長説明（資料第2）

b ●

｡ ←

6

結果 ◎了承 1， 2

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料第1

（10月17日開催）

令和5年度外国出張計画

1裁判官知的財産権関係在外研究（約6か月） 【行政局】

ドイツ

合計1人

裁判官1人

2裁判官短期在外研究（約1か月）

米国又はシンガポール

合計2人

裁判官2人

3一般職外国司法事情研究（約2週間）

米国又はカナダ

合計8人

一般職8人



【総局会議配布資料】
事務総局会議資料第2

（10月17日開催）

(令和5． 10． 17総三）

高等裁判所首席書記官事務打合せの開催について

最高裁判所

令和5年11月9日 （木）

最高裁判所中会議室

(1)デジタル化後の書記官事務の検討状況と首席書記官が果たす

べき役割等について

(2)首席書記官の中核的事務について

各高等裁判所の民事首席書記官及び刑事首席書記官

合計16人

主 催

期 日

開催場所

協議事項

１
２
３
４

出席者5
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事務総局会議（第32回）議事録

日時 令和5年10月24日 （火）午前10時00分～午前10時30分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田
民事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、板津秘書課長兼
広報課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤審議官

議事 1 新裁判官の配置について

小野寺総務局長説明（資料第1）

2人事訴訟規則及び家事事件手続規則の一部を改正する規則につい
て

馬渡家庭局長説明（資料第2）

結果 ◎裁判官会議付議 1， 2

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料第1

（10月24日開催）

【総局会議配布資料】

裁判官の配置

(下線部分変更箇所）

第一小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

裁判

第二小法廷
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事務総局会議資料第2
（10月24日開催）

(令和5． 10． 24）

配布資料目録

人事訴訟規則及び家事事件手続規則の一部を改正する規則案
＄

人事訴訟規則及び家事事件手続規則の一部を改正する規則の制定理由について

１
２
３ 部を改正する規則新旧対照条文人事訴訟規則及び家事事件手続規則の

一
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停
の
申
立
て
等
・
法
第
二
百
五
十
五
条
等
）

■

第
百
二
十
七
条
（
略
）

（
審
判
の
確
定
の
通
知
・
法
第
二
百
七
十
七
条
）

第
百
三
十
四
条
法
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
の
審
判
（
法

第
二
百
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
高
等
裁
判
所
が

自
ら
調
停
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
判
に
代
わ
る
裁

判
。
以
下
こ
の
条

の
側
月
四
割
冒
銅
刻
詞
糊
付
し
か
ば
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
条
及 未

匪
規
定

第
百
三
十
七
匁

肌
十
大
グ
》
庁
底
々
仁
疋

円
．
畔
一
み
通
士
牛
上
Ｌ
エ
門

に
お
い
て

第
百
二
十
七
条
（
同
上
）

第
百
三
十
四
条
法
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
の
審
判
（
法

（
新
設
）

自
ら
調
停
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
判
に
代
わ
る
裁

第
二
百
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
高
等
裁
判
所
が

判
。
以
下
こ
の
条
測
制
Ⅵ
割
．
副
ゴ
ゴ
判
刈
珂
到
詞
に
お
い
て
同
じ
。

（
審
判
の
確
定
の
通
知
・
法
第
二
百
七
十
七
条
）

（
家
事
調
停
の
申
立
て
等
．
法
第
二
百
五
十
五
条
等
）

0

8



：
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
異
議
の
申
立
て
が
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書
記

官
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
審
判
に
係
る
身
分
関
係
の
当
事

者
の
本
籍
地
の
戸
籍
事
務
を
管
掌
す
る
者
に
対
し
、
そ
の

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
審
判
に
つ
い
て

、
同
項
の
規
定
に
よ
る
異
議
の
申
立
て
を
却
下
す
る
審
判

が
確
定
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

’
’
一
主
文

ゴ 圃
釧
酬
倒
制
創
則
飼
調
引
ヨ
引
匂
判
山
削
飛
第
一
ヨ
項
の
審
判
の
内
容

創
画
釧
州
詞
剖
到
製
刷
刊
制
判
刺
剰
尉
謝
Ｊ
Ｊ
凋
倒
詞
．
詞
ロ
人
Ⅶ
Ｔ
三
条
の
二
）

引
刑
到
燗
刈
剴
ｑ
あ
ズ
ご
｝
と
が
否
認
さ
れ
た
父
の
氏
名

詞
コ
ヨ
引
川
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

）
に
つ
い
て
、
法
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

遅
滞
な
く
、
当
該
審
判
に
係
る
身
分
関
係
の
当
事
者
の
本

籍
地
の
戸
籍
事
務
を
管
掌
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通

る
異
議
の
申
立
て
が
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
審
判
に
つ
い
て
、
同
項

し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
異
議
の
申
立
て
を
却
下
す
る
審
判
が
確
定

9



抑
剛
呵
川
副
引
割
１

（
異
議
の
申
立
て
の
方
式
・
法
第
二
百
七
十
九
条
）

荊
司
ゴ
ヨ
判
対
劉
剰
（
略
）

第
三
章
調
停
に
代
わ
る
審
判

（
審
判
の
確
定
の
通
知
・
法
第
二
百
八
十
四
条
）

荊
司
コ
ヨ
制
Ｈ
副
詞
（
略
）

（
異
議
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第
二
百
八
十
六
条
）

荊
司
ヨ
ゴ
村
川
封
詞
（
略
）

第
四
章
不
服
申
立
て
等

（
家
事
調
停
の
手
続
に
お
い
て
さ
れ
た
裁
判
に
対
す
る
不

21
三’別

二
は
項
の
審
判
力
喝
た
目
通
知’

子
の
氏
名
及
一

月
日

（
異
議
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
第
二
百
八
十
六
条
）

ｆ

倒
劃
ヨ
ゴ
判
到
剴
詞
（
同
上
）

痢
司
ゴ
コ
Ｈ
矧
創
調
（
同
上
）

罰
到
司
ヨ
判
封
剴
詞
（
同
上
）

（
異
議
の
申
立
て
の
方
式
・
法
第
二
百
七
十
九
条
）

（
家
事
調
停
の
手
続
に
お
い
て
さ
れ
た
裁
判
に
対
す
る
不

（
審
判
の
確
定
の
通
知
・
法
第
二
百
八
十
四
条
）

第
四
章
不
服
申
立
て
等

第
三
章
調
停
に
代
わ
る
審
判

10



服
申
立
て
及
び
再
審
・
法
第
二
百
八
十
八
条
）

詞
司
コ
ヨ
刊
刈
剖
詞
（
略
）

第
四
編
履
行
の
確
保

（
義
務
の
履
行
状
況
の
調
査
及
び
履
行
の
勧
告
の
手
続
に

お
け
る
嘱
託
等
・
法
第
二
百
八
十
九
条
）

劉
司
制
判
刃
詞
（
略
）

（
義
務
履
行
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
の
制
裁
の
告
知
等

．
法
第
二
百
九
十
条
）

潮
司
呵
コ
ー
ゴ
調
（
略
）

荊
司
コ
ヨ
判
川
創
調
（
同
上
）

第
百
三
十
九
条
（
同
上
）

罰
到
司
四
Ｊ
刈
調
（
同
上
）

服
申
立
て
及
び
再
審
・
法
第
二
百
八
十
八
条
）

お
け
る
嘱
託
等
・
法
第
二
百
八
十
九
条
）

．
法
第
二
百
九
十
条
）

（
義
務
の
履
行
状
況
の
調
査
及
び
履
行
の
勧
告
の
手
続
に

（
義
務
履
行
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
の
制
裁
の
告
知
等

第
四
編
履
行
の
確
保

11



事務総局会議（第33回）議事録

日時 令和5年10月31日 （火）午前10時00分～午前10時30分
●

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田
民事局長兼行政局長、横山刑事局第一課長、宇田川家庭局第一課長、
板津秘書課長兼広報課長、清藤審議官兼情報政策課長、後藤審議官、
真鍋経理局主計課長、西川家庭審議官 6 －

議事 1 令和5年度裁判所所管補正予算（第1号）について

染谷経理局長説明（資料第1）

2刑事事件担当裁判官協議会の開催について

横山刑事局第一課長説明（資料第2）

3家事事件担当裁判官等協議会の開催について

宇田川家庭局第一課長説明（資料第3）

4 首席家庭裁判所調査官協議会の開催について
西川家庭審議官説明（資料第4）

一

結果
◎裁判官会議付議 1

◎了承2， 3， 4

秘書課長 板 津 正 道



事務総局会議資料第1
（10月31日開催）

資料1
令和5年度裁判所所管補正予算（第1号） （案）について

区 分 備 考

当初予算額 322,216,780

補正要求額

修正追加額

修正減少額

4,659,657

6,260,890

△1,601,233

【経済対策】 5,150,334【追加財政需要】 1,110,556

物件費 人件費

(裁判手続等のデジタル化等） 3,611,704 （給与改善等に伴う追加） 1,110,556

裁判所施設費

(裁判所施設の防災b減災対策） 1,538,630

人件費

(不用による既定経費の減少） △1,601ｳ233 ‐

1次補正後予算額 326,876,437



1

資料2

令和5年度補正予算（第1号） （案）の案件

511Z5000万円【経済対策】

○裁判手続等のデジタル化等36億1200万円○裁判所施設の防災・減災対策15億3900万円

1 エレベーターの耐震化 7庁 6億8100万円1 刑事手続のデジタル化 32億8800万円

デジタル化に係るシステムの設計・開発等

デジタル化に係るシステム開発等のための工程監理支援業務

7庁 4億4800万円2非常用設備の更新

1億1300万円2情報基盤整備

次期ウェブセキュリティサービスの提供業務

3機能的劣化に関する改修4庁 4億1000万円

2億1100万円3その他

保釈中の被告人への位置測定端末装着制度導入に係る

構想策定等のための技術支援業務

※百万円未満四捨五入



事務総局会議資料第2

（10月31日開催）

(R5. 10． 31 刑一印）

刑事事件担当裁判官協議会の開催について

主催次による共催

（1）東京、札幌各高等裁判所

（2） 大阪、高松各高等裁判所

（3） 名古屋、仙台各高等裁判所

（4）福岡、広島各高等裁判所

期 日令和6年1月又は同年2月中の1日

場所等 1の(1)については、東京高等裁判所

1の(2)については、大阪高等裁判所

1の(3)については、名古屋高等裁判所

1の(4)については、福岡高等裁判所

1

２
３

ただし、 ウェブ会議等を用いて出席者が所在する裁判所と高等裁判

所を接続する方法により参加することも差し支えない。

協議事項（1）裁判員裁判の運用上の課題

（2）刑事事件の処理に関し考慮すべき事項

司 会開催地の高等裁判所の刑事担当裁判官（部総括裁判官） 1人

協議員 （1） 裁判官

各高等裁判所本庁、各地方裁判所本庁及び裁判員裁判に関する

事務を取り扱う各地方裁判所支部の刑事事件担当の裁判官（でき

る限り裁判長とする｡）各1人

（2） 書記官（4(2)について）

各高等裁判所及び各地方裁判所（いずれも本庁又は支部）の書

記官各1名

なお、 これらの協議員のほか、各高等裁判所管内の実情に応じて協

・議員を追加して選定して差し支えない。

4

５
６



事務総局会議資料第3

（10月31日開催）

(令和5． 10． 31家二印）

家事事件担当裁判官等協議会の開催について

主催 次のとおり共催

（1） 東京、高松各高等裁判所

（2） 大阪、仙台各高等裁判所

（3）名古屋、広島各高等裁判所

（4）福岡、札幌各高等裁判所

期日 令和6年1月又は2月中の1日

開催方法ウェブ会議の方法により、各高等裁判所、各高等裁判所管内の家庭

裁判所及び最高裁判所を接続して開催

協議事項（1） 後見関係事件の運用上の諸問題及び第二期成年後見制度利用

促進基本計画を踏まえた取組上の課題

（2） デジタル化後を見据えた家事事件手続等の審理運営の在り方

に関する諸課題

協議員 各高等裁判所管内の家庭裁判所において家事事件を担当する裁判官、

家庭裁判所調査官及び裁判所書記官

1

２
３

4

『

5

1



事務総局会議資料第4

（10月31日開催）

（令和5． 10． 31家三印）

首席家庭裁判所調査官協議会の開催について

主催 次のとおり共催

(1) 東京、札幌各高等裁判所

（2） 大阪、広島各高等裁判所

（3） 名古屋、仙台各高等裁判所

（4）福岡、高松各高等裁判所

期日 令和6年1月又は2月中の1日

開催方法ウェブ会議の方法により、各高等裁判所、各高等裁判所管内の家庭

裁判所及び最高裁判所を接続して開催

協議事項首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭裁判所調査官の調査事務等に

関し考慮すべき事項

協議員 各家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官 合計50人

1

２
３

4

5

『

I


